
大阪社会保険時報　平成30年４・５月　第842号

日 本 年 金 機 構 の ペ ー ジ

※事務センターでは郵送受付のみ行っております。来訪による受付は行っておりません。来訪による各種届書の提出や、
電話・来訪によるお問い合わせは、管轄の年金事務所へお願いします。

　年金事務所でお預かりした届書等は、各府県に設置された
事務センターで、届書の審査・入力処理・発送業務を一括して
行っています。

　社会保険に関する各種届について、期限等を今一度確認していただき、届出が遅れたり忘れたりする
ことがないようお願いします。

　なお、【日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）】より【事業主の方】を
ご覧いただきますと、【シーン別手続案内】から届出用紙がダウンロードできます。手続きの内容
や時期、添付書類や留意事項についてご案内しておりますのでご活用ください。

書等は、各府県年金事務所でお預かりした届書 県に設置された

届書は大阪広域事務センターへ
直接郵送をお願いします

届書は大阪広域事務センターへ
直接郵送をお願いします
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◆各種届出はお早めにお願いします

適用関係届書（資格取得届・資格喪失届等）の送付先

〒541－8533
日本年金機構　大阪広域事務センター　行
（郵便番号と事務センター名のご記入のみで届きます）

どのようなときに なにを（届出種類） いつまでに だれが

従 業 員 を
採 用 し た と き

被 保 険 者 が
退 職 し た と き、
亡 く な っ た と き

被扶養者について
変更があったとき

固定的賃金の変動に
伴う、報酬の大幅な
変更があったとき

賞 与 等 を
支 給 し た と き

被保険者資格取得届

被保険者資格喪失届

被扶養者異動届

被保険者報酬月額変更届

被保険者賞与支払届総括表
被保険者賞与支払届

5日以内

5日以内

5日以内

固定的賃金の変動月以後3カ月
分の報酬の支払い後すみやかに

5日以内

事業主

事業主

被保険者
（事業主経由）

事業主

事業主



協 会 け ん ぽ の ペ ー ジ
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協会けんぽ大阪支部
の加入者・事業主の皆さまへ

検索協会けんぽ　大阪

健康保険料率（10.17％）のうち、6.56％分は加入者の皆さまの
医療費等に充てられる基本保険料率となり、3.61％分は後期高齢
者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。

ジェネリック医薬品への切り替えや健診受診など、加入者お一人おひとりの行動の
積み重ねが、皆さまの健康維持と医療費の伸びを抑えることに結び付きます。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

大阪支部の健康保険料率は　変 更　となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。

介護保険料率は引き下げとなります。

※任意継続被保険者の方は、本年４月分の保険料から変更になります。

※健康保険料率と介護保険料率は、労使折半となります。
※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

特定保険料率
基本保険料率　とは

健康保険料率現 行

10.13％
平成30年3月分～

10.17％

介護保険料率現 行

1.65％
平成30年3月分～

1.57％

協会けんぽの保険料率協会けんぽの保険料率
平成30年3月分（4月納付分）～の

についてお知らせします

全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部
電　　話　０６‒７７１１‒４３００（自動音声案内）　 おかけ間違いにご注意ください
受付時間　午前8時30分から午後5時15分まで　（土・日・祝日・年末年始を除く）
〒550-8510　大阪市西区靱本町1-11-7　信濃橋三井ビル6階

お問い
合わせ先






